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厚生年金基金の代行部分（過去分）返上に関するお知らせ 
 
 

株式会社ケンウッド（社長：河原春郎、本社：東京都八王子市）は、確定給付企業年金法施行に伴い、厚生年
金基金の代行返上について、平成 17 年 7 月 1 日付で厚生労働大臣から過去分返上について認可を受けまし
たのでお知らせいたします。 

平成 17 年 7 月 1 日現在において｢退職給付会計に関する実務指針（中間報告）｣（日本公認会計士協会会
計制度委員会報告第 13 号）第 44－2 項を適用した場合に生じる特別利益の見込み額は約 48 億円であります
が、直近時点での計数に基づく最終確定値は変動する可能性があります。 

なお、当該代行返上の認可に伴う前記特別利益については、平成 17 年 5 月 20 日に公表しました平成 18
年 3 月期中間期、及び通期の連結及び個別業績予想へ既に織り込んでおり、業績予想の修正はございませ
ん。 
  
 

以 上 
 

会 社 名 株 式 会 社 ケ ン ウ ッ ド 
代 表 者 名 取 締 役 社 長 河原  春郎 

（コード番号 6765 東証 第一部） 
問 合 せ 先 財務・経理統括部長 坂本 隆義 
 （TEL 0426-46-1304） 


